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整理番号 41-2

　教育基本法施行規則
　北広島市立小学校及び中学校通学区域審議会条例
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学校適正規模適正配置推進事業事務事業名 内線８９２

課長職名 平成２０年５月２２日

　平成２０年度事務事業評価調書（継続用）
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審議会回数

保護者・地域説明会

【指標の定義（算式等）】
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①合　計
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道支出金

【事業費の推移】

18年度（決算）

897

地方債

一般財源 419256

工藤　正

作成部署
教育委員会管理部
教育施策推進担当

部長職名 小菅敏博
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豊かな心と個性ある文化をはぐくむまち
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少子化により児童・生徒が減少しており、特に北広島団地内の小・中学校にお
いて小規模校が増加している。一方で、人口増加に伴い小学校において児童の増
加している学校があり、教育環境の不均衡が懸念され、まず小学校の適正規模・
適正配置の具体的方策の検討を行う。小学校の適正規模・適正配置に関して一定
の方向性が見え次第、引続き中学校の検討に入る。

国支出金

　平成１７年度、北広島市立小学校及び中学校通学区域審議会に「小学校の適正規模」及
び「適正配置の具体的な方策」について諮問し、同年１１月｢適正規模に関する答申」平成
１８年１２月「適正配置に関する答申」を受けた。通学区域審議会の答申を基に、平成１
９年３月、小学校の適正規模に関し、普通学級について１２学級から２４学級を基本と
し、北広島団地内の４小学校について、広葉小学校と若葉小学校、高台小学校と緑陽小学
校を統合し、２校とする。また、統合により使用する校舎を選定するため検討項目につい
ての基本方針を決定し、保護者・地域住民の方々の理解を得るための説明会を実施した。

　適正規模に満たない北広島団地内４小学校の統合を進めていくため、保護者・
地域住民の方々の理解を得るための説明会をよりきめ細かく実施する。

　市内の小・中学校

教育環境の整備
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□

□

□

□休・廃止
□終了

３　評　価　（チェック）

□拡大重点化
□現状継続
□見直し
□統合

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か。
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か。
　（手段有効度合）

外部評価
委員会の
総合判定

　少子化の進展に伴い、北広島団地内の４小学校
のうち３校が１学年１学級となっている。児童の
教育環境を整備するのは教育委員会の責務となっ
ている。

　学校の適正規模・それを基にした適正配置は、
学校統合や通学区域の変更を伴い、専門的に立場
から検討していく必要がある。

4

選択理由、説明等
評
点

チェック項目

整理番号 41-2

[※参考]

今後の方向性（課題と解決方法等）

■現状継続
□見直し

今後の方向性

【外部評価】

【２次評価】

前年度の
２次評価

判　　定

現状継続

今後の方向性

　１次評価のとおり。
　（平成19年3月、教育委員会では北広島団地内の4小学校について、広葉小学校と若葉小学校、
高台小学校と緑陽小学校を統合して2校とし、統合後に使用する校舎の検討項目に関して基本方
針を決定した。教育委員会として統合後に使用する校舎に関する考え方を決定した後、保護者、
地域の方々を対象とした説明会を行い、理解を得ながら学校の統合を進めていく。）

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。
民間活力の活用性評価
（事業担当部局が評価）

□統合

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

□見直し

今後の方向性
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 法律で実施が義務付けられている事務事業か

－

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか。（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか。
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

4
効
率
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か。
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か。
　（公共性・公益性の度合）

公
平
性

有
効
性

妥
当
性

　統合との結論がだされ、教育委員会としても統
合の方針を決定したが、統合を進めていくには保
護者・地域の方々の理解を得ていく必要があり、
きめ細かな説明会を実施して理解を得る必要があ
ると考える。

・受益者負担は適正か。
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
　ていないか。

　学校統合の問題であり、受益者負担になじまな
い。

評点区分 　　４　適切　　　　３　概ね適切　　　　２　改善の余地がある　　　　１　不適切

　　□有　　　　■無

【１次評価】

□拡大重点化
■現状継続

　 事務事業担当
　 部局の総合判定

　 内部評価委員会
   の総合判定

　平成19年3月、教育委員会では北広島団地内の4
小学校について、広葉小学校と若葉小学校、高台
小学校と緑陽小学校を統合して2校とし、統合後に
使用する校舎の検討項目に関して基本方針を決定
した。
教育委員会として統合後に使用する校舎に関する
考え方を決定した後、保護者、地域の方々を対象
とした説明会を行い、理解を得ながら学校の統合
を進めていく。

　１次評価のとおり。

□休・廃止
□終了

□統合
□休・廃止
□終了

□拡大重点化


